
平成20年度分個人住民税から適用となる改正
臆個人住民税における住宅借入金等特別税額控除が創設されました

税源移譲に伴う所得税の税率改正により、平成19年分以降の所得税額が減額され、住

宅借入金等特別控除額が減額後の所得税額から控除しきれなくなる場合が生じます。こ

れに対応するため、平成11年から平成18年までに入居した方に限り、所得税から控除し

きれない分については、市への申告により、平成20年度分以降の個人住民税所得割額か

ら控除する経過措置（住宅借入金等特別税額控除）が設けられました。

対 �平成11年から平成18年までに入居した方で次の1または2の方 
1税源移譲により所得税額が減少する結果、住宅借入金等特別控除限度額が所得税額より大きくなり、控除しき 

象 �れなくなった方 
者 �2　住宅借入金等特別控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により 

控除しきれない額が大きくなった方 

計 �次の1、2のいずれか少ない金額 
算 方 �住宅借入金等特別税額控除額＝1所得税の住宅借入金等特別控除限度額一税源移譲後の税率で算出した所得税額 

法 �2税源移譲前の税率で算出した所得税額 

申 �対象となる方は、確定申告期限（平成20年は3月17日）までに、市税務課に申告書を提出する必要があります。 

，生＝ ロ �なお、確定申告書を提出する場合は、税務署を通して申告書を提出することになります。 

臆税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置（平成20年度で適用）

平成19年中の所得が大きく下がり、所得税が非課税となった場合、税源移譲に伴い平成19年度分個人住民税で税

負担が上がった分を平成19年分所得税で調整することができなくなってしまいます。これに対応するため、平成20

年度において、平成19年度分個人住民税を税源移譲前の個人住民税額まで減額する経過措置が設けられました。

対 �次の1と2を満たす方 
象 者 �1平成19年度個人住民税の課税所得金額（申告分離課税分を除く。）＞所得税との人的控除額※の差の合計額 

2　平成20年度個人住民税の課税所得金額（申告分離課税分を含む。）≦所得税との人的控除額※の差の合計額 

計 算 �平成19年度の個人住民税の合計課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税 

方 法 �額から、税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を減額します（既に納税済みの場合は、還付します。）。 

申 �対象者は、平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村に申告 

．日二 日 �することになります。 

※人的控除額

所得税と個人住民税のそれぞれの税額を算定する場合に差し引く所得控除のうち、配偶者控除、扶養控除、障

害者控除など、人に着目した項目を人的控除といいます。所得税の人的控除額に比べ個人住民税の人的控除額

は低くなっています。

間合先　個人住民税に関すること　税務課　市民税担当

所得税に関すること　　大月税務署個人課税部門　℡（22）3153
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